
農地法第５条第１項の規定による許可申請添付書類
茅野市農業委員会 △ △ □ 15．過去における事業概要

○・・・必ず添付 ・転用目的が建売住宅及び宅地造成の場合。

△・・・必要に応じ添付 ・過去において実施した建売住宅及び宅地造成事業(農地転用許可を受けたものに限ら

×・・・不要 ※登記事項証明書・住民票・各種証明書等の副についてはコピー可。 　ない。)について、候補地の選定から販売に至るまでの状況を記載した書類。

△ △ □ 16．利用確約書又は利用申込書 （※原則、貸資材置場への転用はできません。）

○ ○ §　農地法第５条第１項の規定による許可申請書　（正副２部） ・転用目的が貸施設(駐車場・店舗・事務所・工場・倉庫等）の場合。（利用者の

　押印が必要。）　・貸住宅・アパートのときは添付不要。

△ △ □ 17．その他関係法令の申請書写し、同意書等

・申請地内の道水路付け替え・払い下げの申請、及び道水路占用・自営工事の申請。

§　添付書類　（正副２部） ・開発行為（3,000㎡以上）・盛土等規制法・大店法・国土法・河川法等。

△ △ □ １．住民票 ・土地改良区に該当する場合はその意見書。

・譲受人が市外または譲渡人が市外かつ土地登記事項証明書に記載の住所と現住所が違う場合 ・転用目的が取水又は排水を伴う申請で、水利権者等がいる場合は、その権利者の

△ △ □ ２．転用事由の詳細・事業計画書 　同意書。

・申請書の欄に書ききれない場合に記入して添付。(申請書の項目３(2)の理由の詳細欄 ・進入路等で他人の土地を借用する場合は、その承諾書。

　には「別紙のとおり」と記入。)　・事由のほか、事業計画の内容を明記。 ・転用目的が墓地の場合は、墓地経営許可申請書の写し。

○ ○ □ ３．候補地の検討について ○ ○ □ 18．案内図

・候補地を検討した際の要件や申請地を選定した理由を明記して添付。 ・住宅地図程度のもの ・赤字で申請地の位置を明記。

・候補地については、位置図にも位置をすべて記入。 ○ ○ □ 19．位置図　（縮尺１/50,000ないし1/10,000程度のもの）

○ ○ □ ４．申請地の土地登記事項証明書 ・赤字で申請地の位置を明記。・候補地のある時はその位置を全て明記。

・抵当権・地役権・仮登記等が附されている場合、その権利者の同意が必要。 △ △ □ 20．委任状・確認書 (・行政書士に依頼する場合のみ添付。)

　また、土地所有者の住所が申請書に記載されている住所と異なる場合は、 ・委任状中に、申請人が申請書の記載事項を了解した旨が明記されているときは委任状のみ可。

　住所の異動がわかる書類（住民票・戸籍の附票等）が必要。 △ △ □ 21．農振農用地(青地・白地）確認書

○ ○ □ ５．公図の写し ・農林課にて発行。用途地域のときは添付不要。

・隣接地の所有者、耕作者、地目を記入。道路は赤、水路は青で色付け。 △ △ □ 22．その他

△ △ □ ６．資金計画書・予算書 ・転用事業の内容(事業の内容や計画変更・承継変更・一時転用等)に応じて、必要な

・収入と支出を明記して添付。(申請書の項目５の資金調達についての計画の欄 　書類や記入方法が異なる場合があります。事前にご確認ください。

　には「別紙のとおり」と記入。)　 　[ 注意 ] 青地の場合は、農地転用できません。

○ ○ □ ７．残高証明書・融資証明書 (注意事項）

・自己資金のときは残高証明書、借入金のときは融資証明書が必要。 □ 次のものは、真にやむを得ない理由がない限り、転用申請はできません。

・個人住宅のときも添付が必要。 　・別荘　　　・５条申請による山林　　　・３条取得後、３年（３収穫期）を経過していない農地。

○ ○ □ ８．被害防除措置 □ 宅地造成(宅地分譲）のみの申請は、都市計画法による用途地域内に限られます。

・「被害防除措置」の用紙に該当の内容を明記して添付。 □ 申請書の受付締切は毎月１０日です。（１０日が休日の場合は前日。）なお、許可は申請書受付締切

・申請書の項目６の被害防除措置についての欄には「別紙のとおり」と記入。 　 日から約６週間かかります。

○ ○ □ ９．建築設計図 □ 締切日には完全な書類でなければ受け付けません。(早めの提出準備をして下さい。)

・建築確認申請と同等の立面図・平面図・配置図。 □ 申請書を提出する前に、次のことを確認しておいてください。

○ ○ □ 10．道路、用排水施設等の配置図 　・当農地転用許可申請をすることが可能な農地か。

・当申請に係る土地に設置しようとする施設を利用するために必要な道路、用排水施設、 　・土地の相続登記は済んでいるか。

　その他施設(上下水道管、ガス管等)を明らかにした図面。(縮尺1/500ないし1/2,000程度のもの) 　・建物を伴う申請の場合、建築基準法による接道条件を満たしているか。

△ △ □ 11．配置図及び断面図 　・境界確認は済んでいるか。

・駐車場・資材置場等の場合。 　・土地所有者が農業者年金を受給しているか。（受給している場合、原則として年金は止まります。）

× ○ □ 12．定款または法人の登記事項証明書 □ 申請地に黄色いリボンを長い棒などで取り付けてください。（リボンは申請時に事務局でお渡しします。）

・申請人が法人の場合。 　 リボンが無いと現地調査が困難な場合があり、審議できないこともありますので注意してください。

× △ □ 13．工程表 □ 転用施設完成後にトラブルが起きぬよう、隣地の方と事前に十分な協議をお願いします。

・面積が5,000㎡以上の大規模開発の場合。

△ △ □ 14．宅地建物取引業者の免許証写し

・転用目的が建売住宅及び宅地造成の場合。
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